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自転車関連交通事故の発生状況について
（過去5年間・R1～R5）



自転車関連交通事故の発生状況

自転車関連交通事故件数及び全人身事故に占める割合 自転車関連交通事故における相手当事者の内訳

（件） （件）

※「自転車関連交通事故」とは、自転車乗用者が第１・第２当事者となった事故。自転車相互事故は１件として計上。

・自転車関連交通事故件数は、R3以降は増減を繰り返し、
全人身事故に占める割合は、概ね1割前後で推移

・当県の自転車関連交通事故の構成率は、概ね全国の半分
で推移

・自転車関連交通事故の相手当事者は、ほとん
ど（約97%）が自動車

・対歩行者事故や対自転車事故は、年1件程度
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自転車関連交通事故の発生状況

道路形状別・自転車関連交通事故発生状況

・交差点が約7割、単路が2.5割を占める

・交差点、単路とも事故形態は出合頭が最多

自転車関連
交通事故
516件

交差点 354件（68.6%）単路 129件（25.0%）

一般交通の場所
13件
2.5%

交差点付近
20件
3.9%

その他
10件
2.8%

交差点
354件

単路
129件

出合頭
208件
58.8%

右折時
77件
21.8%

左折時
59件
16.7%

出合頭
50件
38.8%

追突
21件
16.3%

追越追抜時
12件
9.3%

その他
46件
35.7%



自転車関連交通事故の発生状況

時間帯別・自転車関連交通事故発生状況

・通勤、通学や帰宅時間帯が多い（42.4%）
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自転車乗用中（第１・２当事者）の法令違反別
自転車関連交通事故発生状況

信号無視
4件
0.8%

通行区分
16件
3.1%

優先通行妨害
12件
2.3%

徐行場所違反
7件
1.3%

指定場所一時不停止
23件
4.4%

自転車の通行方法違反
7件
1.3%

その他の違反
6件
1.2%

調査不能
14件
2.7%

・自転車乗用者の約7割に法令違反あり

・安全不確認等の安全運転義務違反が最多

交差点安全進行
義務違反
52件
10.0%

安全運転義務違反
236件
45.5%

違反なし
142件
27.4%

計 516件

計 519件
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自転車乗用中死傷者数の状況

年代別・自転車乗用中死傷者数の状況（R1～R5） 年代別・自転車乗用中死者数の状況（R1～R5)

（人）
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・高校生が517人中115人（22.2%）、高齢者が517
人中148人（28.6%）と高校生と高齢者で約50%を
占める

・死者は、高齢者が17人中15人（88.2%）と突出し
ている



自転車乗用中死傷者数のヘルメット着用状況

自転車乗用中死傷者のヘルメット着用率（R5）
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自転車乗用中死傷者のヘルメット着用率の推移

・R3以降、着用率は上昇傾向

※R5.4.1 ～ 全ての自転車利用者にヘルメット着用の努力義務を課す
改正道路交通法が施行

・自転車乗用中死傷者に占める割合が高い高校生の
着用率は0.0％

・前年と比べて着用率が上昇したのは高齢者のみ

R4 0.0% 28.6% 62.5% 5.0% 0.0% 0.0% 20.0% 33.3% 20.0% 0.0% 5.6%


